
漁業者物価高騰対策支援事業
物価高騰の影響を受けている市内の漁業者の方を支援します！

補助対象者

市内の漁業者で、直近の補助対象経費の合計が１万円以上の者

補助金額

補助対象経費の合計金額の１０分の１以内（1,000円未満切り捨て）
補助上限額１５万円

【例１】
消耗品費 81万５千円

８１５，０００円×1/10＝81,500円
補助金額81,000円

【例２】
消耗品費 180万７千円

1,807,000円×1/10＝180,700円
補助金額（補助上限額）150,000円

補助対象経費

個人事業主

直近の青色申告書（一般用）、確定申告書の収支内訳書（一般用）
または市・県民税申告書の事業・農業・不動産所得計算表に記載の
消耗品費

直近の確定申告書等に計上されている消耗品費に相当する経費

※詳細は裏面を参考にしてください。

◆交付申請方法
以下の書類を全てお揃いの上、令和8年4月2日（木）～7月31日（金）の間に水産振興室ま

たは各地域振興課（河芸総合支所・香良洲総合支所）の窓口までご申請ください。
※郵送の場合は当日の消印まで有効

【提出書類】
・交付申請書（請求書） ・誓約同意書
・直近の申告書の収支内訳書の写し ・本人確認書類の写し
・通帳の写し等（振込先の口座情報が確認できるもの）

（裏面に続きます）

内 容品 目

網類（漁網等）、ロープ類、浮き・重り類等漁業に伴う資材

オイル類、防蝕類（亜鉛板等）、塗料類、ロープ類等漁船の維持・管理に伴う資材

荷揚げ用袋、梱包用資材、シート類等出荷に伴う資材

作業用装備品（カッパ、長靴、ゴム手袋）等漁業者の作業に伴う資材



補助対象経費の確認方法

青色申告書

下記書類の 赤枠 が補助対象経費です。

確定申告書
（収支内訳書）

市・県民税申告書
（事業・農業・不動産所得計算表）

お問い合わせ先：水産振興室（ 059-229-3175 229-3175@city.tsu.lg.jp）

地域振興課（河芸総合支所・香良洲総合支所）

50,000

50,000

mailto:229-3175@city.tsu.lg.jp

